
 
 
 

３ 指導開始及び終了の手続について 
 
 
 
 

○指導開始までに必要な配慮事項と文書、手続の流れについて説明

します。 

 
 
 
 

１３～１６	

ページ	

指導の開始・終了の事務手続について
	
○同一市町村で指導を受ける場合	

○他の市町村で指導を受ける場合	

○特別支援学校で指導を受ける場合	

１２ページ	
指導を始めるまでの配慮事項及び準備

について	

１１ページ	
開始から終了までの概要	
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２２～２３

ページ	

１７～２１

ページ	

通級による指導の終了時の文書様式	

通級による指導の開始時の文書様式	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２４ページ	
通級による指導に係る特別の教育課程
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① 指導の開始から終了までの概要 

報 告 

連 携 

  保護

相談、通級 

の希望 
連 携

相 談 

報 告

 

〈在籍校〉

 

〈 通 級 指 導 校 〉 

指導開始→障害の改善・克服

〈在籍校〉 

 
〈 通 級 指 導 校 〉 

〈在籍校〉 

指導内容や指
導時間等につ
いて通級指導
校と協議しま
す。 

  保護 専門機関 

相
談
、
通
級
の
希
望 

 

連 

携 

通級による指導の
終了に当たって、
在籍校等と協議し
ます。 

  保護

就学支援委員会

(諸検査、行動観

察等） 

市町村教育委員会	

 
 市町村教育委員会 就学支援委員

会（諸検査、行動

観察等） 

通級による指導
を受けることが
適当かどうかの
意見 

通級による指
導を終了する
ことが適当か
どうかの意見 

指 導 開 始 決 定 の 通 知 

指 導 終 了 決 定 の 通 知 

（１）手 続 の 流 れ  
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 ② 指導を始めるまでの配慮事項と準備について 

 次のような配慮事項等に心がけ、対応することになります。 
 

 
《保護者・本人への配慮事項》 

・教育委員会や在籍校が、保護者に通級による指導を受けることが必要

であることを伝える時は、「お子さんにどんな課題があるか」「通級に

よる指導とは何か」等について保護者に分かりやすく説明し、不安を

抱くことのないように配慮することが必要です。 

 ・通級する必要があるかどうかを決定する時は、保護者の意向を踏まえ

るとともに、実際に通級する児童生徒本人の意志や願いを十分に受け

止め、尊重することも大切なことです。 
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《市町村教育委員会において必要な準備》 

 ・通級による指導を受けることが必要と思われる児童生徒について在籍

校等より報告があった場合、教育委員会は、通級による指導を受ける

ことが適当かどうかの意見を就学支援委員会に求めます。また、必要

に応じて専門機関と連携を図ります。  
 
 

 
《他の市町村で通級による指導を受ける場合》 

 ・同一市町村に通級指導校が設置されていない場合、その教育委員会は

通級指導校を設置する他の教育委員会に通級による指導を依頼するこ

とができます。その場合、双方の教育委員会が通級による指導の実施

に向けて、協議することになります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
《特別支援学校で通級による指導を受ける場合》 

 ・通級による指導を実施する県立特別支援学校へ通級することも可能で

す。この場合、在籍校のある市町村教育委員会は、通級による指導の

実施に向けて、県教育委員会と協議を行うとともに特別支援学校と連

絡を密にして連携することが必要になります。 
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